
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

（法人番号） 

大野町商工会（法人番号 6240005007135） 

廿日市市（地方公共団体コード 342131） 

実施期間 2023/04/01 ～ 2028/03/31 

目標 経営発達支援事業の目標 

①小規模事業者の経営力を、対話と傾聴力を通じて自ら課題に気づいた上で策定

した「事業計画に基づいた経営」により強化・向上すること。 

②物販店舗、飲食店舗及び大野町商工会からなる複合施設「まちの駅 ADOA 大

野」を有効活用し、埋もれていた小規模事業者の看板商品や地域資源などを顕在

化し活性化を図ること。 

③観光関連産業にあっては、新型コロナを教訓に地域内循環を目指すこと。 

事業内容 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

1. 地域経済動向調査に関すること 

ビッグデータである「RESAS」を活用し、地域の消費・経済動向を分析として

年１回公表する。また外部公表データの収集と分析を行うとともに、地域の小規

模事業者の中から選任した専門委員より景況感を聴き取り、それらをまとめた景

気動向を半年に１回公表する。 

2. 需要動向調査に関すること 

地域及び地域外の需要動向を把握するため「まちの駅 ADOA 大野」や宮島口旅

客ターミナルを活用し、テストマーケティングを実施し、調査結果を分析する。 

3. 経営状況の分析に関すること 

事業者自らが課題に気づくことを念頭にしながら定量分析たる「財務分析」と、

定性分析たる「非財務分析」を行い事業計画の策定に繋げる。 

4. 事業計画の策定支援 

融資あっせんや補助金の申請を目的とするのではなく、自身の経営力を向上させ

ることを目的とした事業計画づくりを支援する。策定の前段階においては DX に

向けた意識啓発を行うなど小規模事業者の競争力の維持・強化を目指す。 

5. 事業計画策定後の実施支援 

計画の遂行にあたっては対話と傾聴を繰り返しながら小規模事業者自身が計画策

定前と策定後のギャップを正しく認識し、自ら答えを見出していくための支援を

行う。 



6. 新たな需要の開拓支援 

地域内で特産品などを生産、加工する小規模事業者の商品は「まちの駅 ADOA

大野」や宮島口旅客ターミナルにおいて優先的に販売できるよう取り組む。IT

や DX の活用に向けた情報発信や仕組みづくりを支援することで大都市圏での販

路開拓も視野に入れる。 

連絡先 大野町商工会 

〒739-0434 広島県 廿日市市 大野１丁目１番２７号  

TEL:0829-55-3111 FAX:0829-54-1882 

e-mail:ohno@hint.or.jp 

廿日市市 

〒738-8501 広島県 廿日市市 下平良一丁目１１番１号  

TEL:0829-30-9140 FAX:0829-31-0999 

e-mail:sangyo@city.hatsukaichi.lg.jp 

 





２ 

 

なく、近年増加傾向にある世界遺産宮島内で事業をしている事業者のベットタウンにもなってい

ることが挙げられる。 

一方でこのように、増加する人口の消費需要を地域内でどのように取り込んでいくのかは、当地

域においては大きな課題である。 

 

【大野地域の世帯数及び人口推移】※廿日市市住民基本台帳より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ)事業所数 

【地域内の事業所数（経済センサスより）】 

総務省統計局が実施している経済センサスから事業所の業種別構成を見てみると、業種として

最も多いのが「卸・小売業」である。この「卸・小売業」は平成 28年度においては全体の事業者

数の約 4 分の 1 である 26.3％を占めており、その数はほぼ横ばいで推移している。 

また、その次に多いのが、「宿泊業、飲食サービス業」で、全体の事業者数の 10.9％を占め 

「卸・小売業、宿泊業・飲食サービス業」を合わせて、328事業者、全体の 37.2％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域内の小規模事業者数（大野町商工会独自調査より）】 

種 別 H24 H26 H28 H28構成比

農林漁業 15 10 10 1. 1%

建設業 78 77 81 9. 2%

製造業 71 71 66 7. 5%

電気ガス熱供給水道業 1 1 1 0. 1%

情報通信業 5 6 6 0. 7%

運輸業・ 郵便業 44 44 42 4. 8%

卸・ 小売 218 222 232 26. 3%

金融・ 保険業 12 12 11 1 . 2%

不動産・ 物品賃貸業 73 77 68 7. 7%

学術研究・ 専門・ 技術サービス 32 34 33 3. 7%

宿泊・ 飲食サービス 101 95 96 10. 9%

生活関連サービス・ 娯楽 76 76 72 8. 2%

教育・ 学習支援 41 48 35 4. 0%

医療・ 福祉 62 89 78 8. 9%

複合サービス 9 10 9 1. 0%

サービス（ 他に分類されない 43 36 41 4. 7%

公務 0 3 0 0. 0%

合計 881 911 881 100. 0%
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中心としたすべての小規模事業者に対して、新型コロナウイルスの教訓から、域外からの観光需要

の取り込みに依存するのではなく近隣地域に根付いたものをその地域の中で消費する「地域内循

環」（循環させる）を目指し、販売、営業力強化のための支援を行うこと。 

 

【まちの駅 ADOA大野など新たな施設を有効活用した販路開拓】 

当地域の事業者の約 35％を占める、卸・小売業、宿泊業、飲食サービス業など観光関連産業を

中心としたすべての小規模事業者に対して、販売、営業力の強化のための支援を行う必要がある。 

そのためには、宮島口旅客ターミナルやまちの駅 ADOA大野で地元小売店の販路開拓につなげて

いき、販売力を強化し売上の増加につなげていかなければならない。 

 

【マイクロツーリズムなど新たな需要の取り込み】 

  新型コロナウイルス感染症の影響により域外からの観光客が激減する一方、近隣の観光客を取

り込むマイクロツーリズムが新たな流れとして出てきている。 

このマイクロツーリズムのメリットとしては、以下の 3つが挙げられる。 

○地域内観光により人の移動を抑制し、ウイルスへの感染リスクを下げること 

○地元地域のまだ知らなかった魅力を再発見できること 

○地元地域の人々との協力を通じて地域の運営を支えながら地域経済に貢献ができること 

これらのメリットを生かし、宮浜温泉街など当地域特有の環境を有効活用することで、新たな需

要を取り込んでいく必要がある。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10年程度の期間を見据えて 

  今後の当地域においては「まちの駅 ADOA 大野」の有効活用により、地域内の小規模事業者の商

品、製品、サービスが地域内で消費されるとともに、宮島口旅客ターミナルや宮浜温泉街において

も、地域外の観光客にも販路開拓が活発に行われている地域となる。 

これにより新たなマーケットが生まれ、事業意欲のある事業者が多く集まる地域となる。 

 

②廿日市市産業振興ビジョンとの連動性・整合性 

廿日市市は平成 28 年度から 10 年間を期間とした産業振興ビジョンを策定しており、基本的な

方向として、 

○人づくり 

○廿日市市内と都市圏の供給と需要を循環させる 

○市外から消費を呼び込む 

○市外の市場に打って出る 

○地域経済の発展を支える産業インフラの整備  の 5つの柱を掲げている。 

また、様々な産業振興施策を融合・連携させて既存産業の競争力強化・成長分野への挑戦を進め

るため、小規模事業者から大企業まで参画することができ、多様な産業連関の創出・強化や、外貨

獲得による地域経済成長への挑戦が期待される領域を対象に“産業振興の横断的戦略”としてい

る。 

なお、計画の折り返し地点である令和 2年度において、後半の計画の見直しがされ、後期期間で

は、各地域の現状を踏まえて、産業経済団体と連携して戦術エリア展開を図ることとなった。 

市域全体を対象に取り組むべきテーマ・課題については、産業経済団体による各エリアの支援プラ

ットフォームのほか行政部局間が横断的に連携して、7 つの戦略と 22 の戦術により“オールはつ

かいち”で取り組むこととしている。 

その中で、大野地域においては以下のように現状を捉え、3つの戦術に重点を置いている。 

 

【廿日市市産業振興ビジョンにおける大野地域の課題】 

・土地条件や利便性等から宅地開発が進み人口が増加中、それにともない創業や新たな出店が進
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み商工会員は増加、但し高齢化にともない地元商店の事業承継が課題 

・水産業では後継者や担い手の人材確保、外国人技能実習生の生活支援、かき筏の廃材処理の環

境保全等が課題 

・大野支所付近に物販・飲食、創業支援機能をもつ拠点施設が誕生 

・宮島口のにぎわい拠点（宮島口旅客ターミナル、観光商業施設）の活用可能性 

・宮島口、宮浜温泉街、まちの駅等のにぎわいを地元事業者の集客や売上へつなぐ仕組みが課題 

【廿日市市と連携する 3つの重点戦術】 

・「新たなにぎわい×地元事業者」による稼ぐ仕組みづくり 

・マイクロツーリズムの普及・定着／「適疎」コンテンツの充実 

・水産業の 6次産業化の推進と環境の保全 

 

③大野町商工会としての役割 

  当地域は、他の地域と比較すると人口が緩やかながら右肩上がり、それに伴い事業者も横ばいと

いった中で、営業力を強化し、販路拡大に取り組んでいくことに課題がある。一方で、当地域の小

規模事業者を取り巻く環境は、まちの駅 ADOA 大野や宮島口旅客ターミナルの整備など、新たな販

路開拓のきっかけとなる受け皿は出来上がっている。 

  大野町商工会の役割は地域内の小規模事業者に事業計画を通じて、小規模事業者に将来のある

べき姿を可視化し、まちの駅 ADOA 大野や宮島口旅客ターミナル、宮浜温泉街などを活用して顧客

の声を聴き、顧客ニーズを踏まえた商品を地域内外で販売することを支援することである。これら

を PDCAのマネジメントサイクルで実施しながら伴走支援し、活力あるまちづくりへの貢献を行う。 

 

（３）経営発達支援計画の目標 

  以上、当地域の現状と課題、長期的な振興の在り方を踏まえ、小規模事業者の持続的発展に向け

て以下のとおり、本経営発達支援事業の目標を設定する。 

① 小規模事業者の経営力を、対話と傾聴力を通じて自ら課題に気づいた上で策定した「事業計画に

基づいた経営」により強化・向上すること 

② 廿日市全域の事業者が参加するまちの駅構想のキーステーション「まちの駅 ADOA 大野」を有効

活用し、埋もれていた小規模事業者の看板商品や地域資源などを顕在化し活性化を図ること 

③ 観光関連産業にあっては、新型コロナを教訓に地域内循環を目指すこと。その一環としてマイク

ロツーリズムの流れをチャンスと捉え、「宮島口旅客ターミナル」「宮浜温泉街」を活用した新商品

開発や販路開拓支援により経営力の強化を図る。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和５年４月１日～令和１０年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

①小規模事業者の経営力を、対話と傾聴力を通じて自ら課題に気づいた上で策定した「事業計画に基

づいた経営」により強化・向上すること 

経済動向や需要動向について丁寧に分析し、地域内で取り込みきれていない消費需要を小規模

事業者が取り込むチャンスであることを理解していただいた上で、経営課題の設定から課題解決

の伴走において、対話と傾聴を通じて潜在力を引き出し、アクションプランとマイルストーンを明

確にした事業計画策定支援を行う。 

また、作成後も年 3回以上の伴走型支援によるフォローアップにおいて、対話と傾聴によりその

進捗状況を小規模事業者自身が自発的に気づくことで、計画の修正の必要性にも自覚を促してい

く。 

 

②廿日市全域の事業者が参加するまちの駅構想のキーステーション「まちの駅 ADOA 大野」を有効活

用し、埋もれていた小規模事業者の看板商品や地域資源などを顕在化し活性化を図ること 

個店で埋もれている看板商品をこれらの施設にて販売することで経済の地域内循環を進める。 

また新商品等の開発があった場合には、まちの駅 ADOA 大野内において新商品などのテストマー

ケティングを実施し、その結果に基づいて改良を加えより良い商品として販売するなど、事業計画

策定後の販路開拓支援としても有効活用していく。 

 

③観光関連産業にあっては、新型コロナを教訓に地域内循環を目指すこと。その一環としてマイクロ

ツーリズムの流れをチャンスと捉え、「宮島口旅客ターミナル」「宮浜温泉街」を活用した新商品開

発や販路開拓支援により経営力の強化を図る。 

地域外の消費者ニーズを踏まえた商品等がある場合、宮島口旅客ターミナルなどで観光客を対

象としたテストマーケティングを行い、さらにはそこから EC サイトなどを活用し、首都圏などに

打って出ることを支援する。 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

３．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

①現状 

  当会における地域の経済動向調査は、外部公表データの収集と地域の小規模事業者の中から業

種構成比率の高い 4業種（製造業、建設業、卸・小売業、サービス業）より 3名ずつをモニターと

して生の声を聴き、それらをまとめた分析結果を半年に一度、会報誌及びホームページにて公表し

ている。 

  外部公表データは、全国商工会連合会、広島県商工会連合会、廿日市商工会議所がそれぞれ行っ

た景気動向調査とし、地元事業者のモニターは「地域経済動向調査サポーター」として、サポータ

ー会議を開催し、当地域に応じたデータの追加を行ってきた。 

 

②課題 

  現在は調査分析結果の公表が半年に 1回、定期的に公表しているものの、いわゆるビッグデータ

を活用した専門的な分析については不十分であることから、これらについても分析を行い、結果を

公表していくものとする。 
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創業計画策定者数 3者 3者 3者 3者 3者 3者 

 

（４）事業内容 

①「DX推進セミナー」の開催 

DX に関する意識の醸成や基礎知識を習得するため、また実際に DX に向けた IT ツールの導入や

Webサイト構築等の取組を推進していくために、セミナーを開催する。 

  特に IT ツールの導入・活用については、どういったアプリを使えばよいのかわからない、とい

った小規模事業者の声を踏まえ、中小企業基盤整備機構の「IT プラットフォーム」を有効活用す

る。 

 

 【支援対象】 事業計画策定に取り組む事業者及び後継者 

 【募集方法】 商工会報及びホームページ、チラシ 

 【講  師】 ITコーディネーター等 

 【内  容】 ・DXとは 

・DX関連技術（クラウドサービス、AI等）や具体的な活用事例 

・SNSを活用した情報発信方法 

・ECサイトの利用方法 等 

 【参加人数】 10名 

 

②「創業塾」への参加 

廿日市市においては市の主催に 1商工会議所、3商工会が共催する形式で創業セミナー「しゃも

じん創業塾」を実施している。これは年１回の実施であり、創業を予定している人を対象に創業計

画を作成支援することがカリキュラムの主体となっている。 

当地域においても、この「しゃもじん創業塾」へ引き続き参加し、創業者の創業計画策定支援を

行う。 

 

 【支援対象】 大野地域での創業予定者、または創業後 1年以内の創業者を対象として、創業計画

の策定を目的とした支援を行う。 

【募集方法】 商工会報及びホームページ、チラシ 

 【講  師】 中小企業診断士等 

 【内  容】 創業とは、財務会計、人事労務、販路開拓 など 

 【参加人数】 5名 

 

③事業計画策定個別支援 

事業計画策定支援は最終的にはマンツーマンで支援しなければ完成は困難である。そこで、経営

状況の分析が終了している事業者に対して個別に働きかけ、事業計画策定支援を行う。 

 

 【支援対象】 

経営状況の分析が終了している事業者を対象とする。 

先述の「地域経済動向調査」や「経営状況の分析」をベースにして、目指すべき方向と具体的な

目標値や解決すべき課題、アクションプラン、収支計画など小規模事業者の将来の姿を「見える化」

するための取り組みを個別相談により行う。 

 【支援方法】  

  既に、経営状況の分析が終了している事業者が対象のため、改めて掘り起こしのためのセミナー

を開く必要はなく、その流れのままで個別相談会を実施し、目標、経営課題、課題解決のためのア

クションプラン、収支計画、資金計画まで作成する。 

支援にあたっては経営指導員と専門家がチームとなって、対話と傾聴を繰り返しながら、小規模
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○ヒアリング項目 

 

 

 

 

進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断する場合には、経営指導員

による今後の対応を検討し、より高度な課題となった場合は外部専門家など第三者の視点を投入

し、当該ズレの発生要因及び今後の対応方策を検討の上、フォローアップ頻度の変更等を行う。 

 

10者（４か月に 1回） 10者×3回＝30回（初年度計画策定者） 

10者（半年に 1 回） 10者×2回＝20回（計画策定後 2年目）  60回/年 

10者（1 年 に 1 回） 10者×1回＝10回（計画策定後 3年目） 

 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

①現状 

  従来は展示会・商談会出展により新たな販路を求めてきたが、新型コロナウイルス感染症の影響

でそういった取り組みはほとんど出来ていない。新たな販路という意味では、宮島口旅客ターミナ

ルに新商品を置くことを支援できた事業者は１件である。 

  また、地域内の小規模事業者の多くはオンラインによる販路開拓等に関心があるものの、ＩＴを

どのように活用し、販路開拓につなげていけばよいのかわからない、などの理由により販路開拓等

のＤＸに向けた取組が進んでおらず、販路開拓に活かされているとは言えない状況である。 

 

②課題 

  大都市圏に向けての販路開拓というとどうしても小規模事業者の多くは、ハードルが高いと感

じられてしまうようである。また、新型コロナウイルス感染症の影響も大きく、まずは地元を中心

に販路開拓を行う体制づくりが必要である。 

  大都市圏に向けては IT、DX を活用した販路開拓が有効であると思われるが、当地域の事業者に

とっては ITと DXの違いも理解できていない方も多い。 

 

（２）支援に対する考え方 

  基本的な考え方として、大都市圏での商談会による販路開拓よりも、まずは地域内で、特産品な

どを生産、加工する小規模事業者については、まちの駅 ADOA 大野や宮島口旅客ターミナルを活用

する。 

特にまちの駅 ADOA 大野については、運営に商工会がかかわっており、市域の小規模事業者の商

品を優先して販売できるよう取り組む。 

また、大都市圏に向けての販路開拓は、ITや DXの活用に向けて情報発信や仕組みづくりを支援

する。具体的には、大手 ECサイトへの出店や自社サイトの構築だけでなく、Facebook や Twitter 

や Line などの無料アプリを有効に活用して、自社の商品の特徴を自力で PRすることができるよ

う支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・計画の進捗度   ・目標に対する達成度   ・新たな課題の確認とその対応 

 ・金融支援の必要性 ・計画そのものの修正の有無 
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③販路開拓のための IT活用セミナーの実施 

Facebook や Twitter や Line などの無料アプリを有効に活用して、自社の商品の特徴をどのよ

うに PR するか、ということに注力した IT 活用セミナーを実施することにより、わざわざ遠方に

店舗を設けることなく、大野地域にいたままで新たな顧客開拓が可能となる。 

まちの駅 ADOA の公式サイト内にはネットショップを準備しており、SNS を活用した情報発信を

行った後は、この ECサイトで全国展開していくことも可能である。 

 

 【対 象】ITを使った販路開拓により新規顧客の獲得を目指す事業者 

 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）現状と課題 

①現状 

当商工会の三役（会長、副会長、専務理事）、商業部・工業部会長、監事、廿日市市産業振興課

長、広島県商工会連合会経営支援課長及び外部有識者（中小企業診断士）を構成委員とする事業評

価委員会を設置し、経営発達支援事業の事業評価及び今後に向けての見直しを行っている。委員会

の開催にあたっては大野町商工会事務局より事務局長及び経営指導員が加わっている。 

②課題 

前期計画では本来、年 2回の事業評価委員会を開催し、10月に中間報告、4月に実績報告と事業

評価を行うこととなっていたが、令和 2年度以降は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点か

ら 10 月の中間報告を実施せず、年 1 回 4 月に開催するのみとなっている（なお令和 2 年度につい

ては集合形式をやめ、書面審議による開催）。 

（２）事業内容 

①大野町商工会経営発達支援計画評価委員会の設置 

前期と同様に当商工会の三役（会長、副会長、専務理事）、商業部・工業部会長、監事、廿日市

市産業振興課長、広島県商工会連合会経営支援課長及び外部有識者（中小企業診断士）を構成委員

とする事業評価委員会を設置する。委員会の開催にあたっては大野町商工会事務局より事務局長

及び法定経営指導員が加わる。 

新型コロナウイルス感染症の懸念が未だ払拭されていないことから、開催期は原則として年 1

回、4月に実績報告と事業評価を行うのみとする。ただし、状況を注視しつつ問題がないと認めら

れるときは 10 月に中間報告を行うことを妨げないものとする。 

②理事会・総代会への報告 

事業評価委員会終了後は、評価結果及び今後の見直し案について理事会及び総代会に報告する

とともに、広島県と廿日市市にもそれぞれ報告を行う。 

③商工会だより・商工会員ニュース・ホームページでの広報 

事業の実施結果・評価・見直し等については、商工会だより、商工会員ニュース、ホームページ

により地域内の小規模事業者、住民等にも周知を行う。 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

①現状 

  広島県商工会連合会が実施する経営指導員研修会や中小企業大学校広島校での研修会に参加し、

資質向上に努めている。 

 

②課題 

  既存の課題に対する支援能力は一定の向上が見られるものの、目まぐるしく変化する経営環境

の中で新たな経営課題（異常気象、原材料の高騰、DX の推進、インボイスの導入等）が生じてお

り、経営指導員側が次々とその新たな知識を身につけなければ指導が覚束ない状況である。 
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（２）事業内容 

①外部研修会への参加 

(ｱ)広島県商工会連合会研修会への参加 

現在広島県商工会連合会が中心となって実施している、経営指導員向けの「一般コース」「特別

コース」や職員協議会が実施している「支援事例発表大会」などについて積極的に参加し、支援知

識の習得を図る。 

また補助員等の指導職員についても積極的に県連主催の研修会に参加することにより、支援知

識の習得を図る。 

(ｲ)中小企業大学校研修等への参加 

新たに発生した課題などに対応するため、中小企業大学校の課題別コースやその他研修会に参

加する。特に対話と傾聴によるコミュニケーション能力向上については、事業者の自発的な取組を

促すためにも経営指導員の資質向上が必要となるため積極的な参加を行う。 

 

(ｳ)DXセミナーへの参加 

  事業者の DX推進への対応にあたっては、経営指導員及び一般職員の ITスキルを向上させ、ニー

ズに合わせた相談・指導を可能にするため、下記のようなセミナーについても積極的に参加する。 

【事業者にとって内向け（業務効率化等）の取組】 

クラウド会計・給与ソフト、顧客管理、スケジュール共有、補助金の電子申請、 

情報セキュリティ対策等 

【事業者にとって外向け（需要開拓等）の取組】 

ホームページ等を活用した情報発信方法、EC サイト構築・運用、SNSを活用した広報等 

【その他取組】 

オンラインを活用した経営支援の方法等 

 

これらの研修会には、対面だけでなくオンラインを活用して、参加しやすい状況を作る。 

 

②専門家の同行による OJT 

事業計画策定支援や策定後のフォローアップ時に、経営指導員が専門家と二人一組となり現場

学習を行うことで、実務に応じた支援ができるようになる。特に、事業計画策定後の販路開拓支援

においてはそのノウハウを獲得するため、必ず専門家と同行することとする。 

 

③個別案件の共有の徹底 

毎週月曜日に事務局長、経営指導員、補助員及び記帳専任職員参加の下で実施している朝礼時に

おいて、経営指導員を中心にそれぞれの職員が現在進行中の個別案件を共有することで組織的支

援に取り組む。その際に、対話と傾聴による課題設定のアプローチについても共有し、そのノウハ

ウを組織内に蓄積する。 

これにより当該担当職員の不在時でも一定の対応が可能となる。 

 

１１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）現状と課題 

①現状 

同じ廿日市市内の 1 商工会議所（廿日市商工会議所）及び 3 商工会（佐伯商工会、宮島町商工

会、大野町商工会）と現在年 1回程度の割合で協議会を開き、情報交換を行っている。 

 

②課題 

  廿日市市内の商工会議所・商工会とは情報交換は出来ているものの、中企業基盤整備機構などが

所有している支援ノウハウについては、これらの支援機関との情報交換の機会が少なかったため、

習得できていないことも多い。 
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今後さらに経営発達支援を浸透させていくために、中小企業基盤整備機構などとも連携をし、そ

の支援ノウハウを獲得することに取り組む。 

 

（２）事業内容 

①廿日市市内の商工会議所及び商工会との意見交換 

廿日市市内の 1 商工会議所及び 3商工会との定期的な意見交換会（年 1～2回程度）を継続して

行う。廿日市市内の景況動向の情報交換や、やる気のある小規模事業者の掘りおこし方法や支援事

例の発表、支援ノウハウの蓄積方法など、双方にとって今後の計画実施にさらに参考となる情報交

換会を実施する。 

 

②中小企業基盤整備機構との情報交換 

  中小企業基盤整備機構と支援手法であるタブレットを使った経営計画作成支援アプリ「経営計

画つくるくん」や DXに対応した「ITプラットフォーム」について、アドバイザーとの情報交換を

行う。 

 

Ⅲ．地域経済の活性化に資する取組 

１２．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

（１）現状と課題 

①現状 

  「多くの人が訪れたくなる素敵なまちづくり」を目的として廿日市市内全域にわたるネットワー

ク「まちの駅ネットワークはつかいち」を設立している。このネットワークは、新たに建設された

「まちの駅 ADOA 大野」をキーステーションに、そして各加盟店を「サテライトステーション」に

見立てて、廿日市市全域を有機的に結び付ける取り組みである。 

地域の賑わい創出に向けて各加盟店が連携と交流を深める事業や、共通パンフレット・ラジオ広

報などの販路開拓に繋がる取組を行う場として位置付けている。 

 

②課題 

 このネットワークは平成 29 年度から加盟駅の募集を開始し、令和 4年 4月 1 日現在、全国的に

も上位である 95 の加盟駅（サテライトステーション）を有する。しかし、キーステーションとな

る「まちの駅 ADOA大野」が令和 4年 4月 15日からようやく正式運用を開始した段階であるため、

現時点では所期の目的の 1 つである「キーステーションを中心に廿日市市全域を有機的に結び付

ける」効果の醸成ができておらず、ひいては各加盟駅の販路・売上の拡大等、明確な成果を提供す

るに至っていない。 

 

（２）事業内容 

①まちの駅ネットワーク運営協議会の設置 

まちの駅参加の事業者（加盟駅）だけでなく地元の行政、自治会、女性会及び高齢者の会などか

ら構成する運営協議会を設置し、キーステーションとなる「まちの駅 ADOA 大野」の活用による地

域経済活性化の取組を協議する。 

行政が関与することで取り組みが実現する期待可能性を高めるとともに、自治会等、利用者の視

点を入れることで最終的に「事業者」「住民」「行政」が三位一体となった取り組みを展開すること

が可能となる。キーステーションを中心として各加盟駅に係る情報発信、地域内の回遊性を高める

取り組みを検討し、随時実施していく。 

このネットワーク協議会の実施、運営については、大野町商工会が事務局となり、原則として年

2回、開催する。 
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（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

   ■氏 名：森健一郎 

   ■連絡先：大野町商工会 TEL:0829-55-3111 FAX:0829-54-1882 

        〒739-0434 広島県廿日市市大野 1-1-27 

        E-mail:ohno@hint.or.jp 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

   経営発達支援事業の実施、指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直しを

する際に必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

 

①商工会／商工会議所 

大野町商工会 TEL:0829-55-3111 FAX:0829-54-1882 

        〒739-0434 広島県廿日市市大野 1-1-27 

        E-mail:ohno@hint.or.jp 

 

②関係市町村 

廿日市市役所 TEL:0829-30-9140 FAX:0829-40-1010 

        〒738-8501 広島県廿日市市下平良 1-11-1 

        E-mail:sangyo@city.hatsukaichi.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
R5年度 R6年度 R7年度 R8 年度 R9年度 

必要な資金の額 3,750 4,400 3,750 4,400 3,750 

 

1.地域の経済

動向調査に関

すること 

2.需要動向調

査に関するこ

と 

3.経営状況の

分析に関する

こと 

4.事業計画策

定に関するこ

と 

5.事業計画策

定後の実施支

援に関するこ

と 

6.新たな需要

の開拓に寄与

する事業に関

すること 

7.事業の評価

及び見直しに

関すること 

8.経営指導員

等の資質向上

に関すること 

9.他の支援機

関との連携を

通じた支援ノ

ウハウ等の情

報交換に関す

ること 

10.地域経済の

活性化に資す

る取り組みに

関すること 

100 

 

 

650 

 

 

800 

 

 

800 

 

 

800 

 

 

 

200 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

1,300 

 

 

800 

 

 

800 

 

 

800 

 

 

 

200 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

650 

 

 

800 

 

 

800 

 

 

800 

 

 

 

200 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

1,300 

 

 

800 

 

 

800 

 

 

800 

 

 

 

200 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

650 

 

 

800 

 

 

800 

 

 

800 

 

 

 

200 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

国、県及び市の補助金をもって本事業費に充て、不足が生じた場合は自己財源にて補てんする。 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。  



２２ 

 

（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 


